


（動画による説明）
☆本動画で解説
　１　運営指導における指摘事項について 
　　（抜粋版）

☆別動画で解説
　２　令和７年度から国の制度改正により義務化
　　されたもの
　３　提出が必要な届出等について
　４　地域生活支援拠点等の整備について



（資料掲載）

１　令和７年度　運営指導における指摘事項について

　　（全体版） 

２　個別支援計画の作成について【訪問系サービス】

３　個別支援計画の作成について【訪問系・相談支援を　

　　除く】

４　サービス等利用計画の作成及び給付費の請求につ　　

　いて





サービス種別 
運営指導

件数 
サービス種別 

運営指導
件数 

サービス種別 
運営指導

件数 

居宅介護 9 就労移行支援 13 地域定着支援 2 

重度訪問介護 7 
就労継続支援Ａ
型 

11 計画相談支援 8 

同行援護 5 
就労継続支援Ｂ
型 

23 児童発達支援 13 

行動援護 3 就労定着支援 2 
放課後等デイ
サービス　　　　

27 

生活介護 13 共同生活援助 14 
保育所等訪問
支援 

4 

短期入所 8 施設入所支援 5 
障害児相談支
援 

7 

自立訓練
（生活訓練） 

2 地域移行支援 2 合計 178 



２　運営基準
項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

工賃・賃
金の支払
等

10 　生産活動に係る事業の収入
から生産活動に係る事業に必
要な経費を控除した額に相当
する金額の算出の根拠が明確
でなかったため，適正に算出
の上，利用者に賃金を支払う
こと。

　生介（生産活動を実施する場
合），移行，A型，B型につい
ては，生産活動に係る事業の収
入から生産活動に係る事業に必
要な経費を控除した額を工賃又
は賃金として利用者に支払うこ
とを原則とし，目的なく積み立
てることや他事業に流用するこ
とはできない。

　ただし，継続的な事業の運営
のために収益から一定の条件の
下に「工賃変動積立金」，「設
備等整備積立金」を積み立てる
ことは可能である。具体的な取
扱は，令和3年度厚生労働省障
害者総合福祉推進事業で作成さ
れた「就労支援事業会計の運用
ガイドライン」を参照すること。

生介（生産活動
を行う場合の
み），移行，選
択，A型，B型

11 　利用者に支払う工賃は，生

産活動に係る事業の収入から
生産活動に係る事業に必要な
経費を控除した額に相当する
金額となるようにすること。



２　運営基準

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

定員の遵守 22 　災害その他のやむを得ない
事情がない限り，利用定員を
超えてサービスの提供を行わ
ないこと。　

　サービス提供の際は，
「災害，虐待その他のやむ
を得ない事情」がある場合
を除き，利用者の数が定員
を超えてはならない。

　なお，「定員の超過が見
られるが定員超過減算には
該当しない」場合も，運営
基準上の定員の遵守に抵触
するため，恒常的に定員を
超過している場合には，定
員を超える利用者の受入れ
は行わない，又は定員を変
更する等の措置を行うこと。

定員の規定がな
いサービスを除
く全サービス



２　運営基準

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

安全計画の
策定等

24 　障害児の安全の確保を図る
ため，安全計画を作成し，安
全計画に従い以下の措置を講
ずること。

(1) 従業者に対し，安全計画　

　について周知するとともに，　
　上記の研修及び訓練を定期
　的に実施すること。
(2) 障害児の安全の確保に関
　して保護者との連携が図ら
　れるよう，保護者に対し，
　安全計画に基づく取組の内
　容等について周知すること。

　障害児通所支援事業所で
は，利用児の安全確保を図
るため，安全計画を策定し，
必要な措置を講じる必要が
ある。

　安全計画の策定等に当
たっては，こども家庭庁が
発出した以下の通知を参考
にすること。

（通知名）
障害児支援の安全管理につ
いて
(令和６年７月４日こ支障
第169号こども家庭庁支援
局長通知)

児発，放デイ，
保訪



２　運営基準

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

衛生管理等 25 　感染対策委員会はおおむね
３か月に1回以上開催し，開
催したことがわかるように記
録を整備すること。

　感染症及び食中毒の予防及
びまん延の防止のための指針
に基づき，従業員に対し，年
２回以上研修を実施するとと
もに，その内容を記録するこ
と。 

　また，実際に感染症が発生
した場合を想定し，発生時の
対応について，年２回以上，
訓練を実施すること。　

①感染症対策委員会はおお
　むね３月に１回以上開催
　すること。
(訪問系サービス、相談系
サービス、就労定着支援は
おおむね６月に１回以上)

②指針には，以下の内容を
　規定すること。
・平常時の対策
・発生時の対応

③研修及び訓練は年２回以
上実施すること。(訪問系
サービス，相談系サービス，
就労定着支援は年１回以
上)

全サービス



３　計画

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

個別支援計
画作成の基
本事項

３ 　サービス利用開始時には，
速やかに個別支援計画を作成
すること。なお，個別支援計
画未作成に該当する月から当
該状態が解消されるに至った
月の前月までは，個別支援計
画未作成減算が適用される。

　障害福祉サービス等は個
別支援計画に基づいてサー
ビスを提供する必要がある
ので，契約締結後，遅滞な
く個別支援計画を作成する
必要がある。

　また，個別支援計画は
サービス提供場面等でのア
セスメントを基に作成する
必要があることから，当初
の個別支援計画は契約締結
後１か月以内に作成するこ
とを基本とする。

　なお，１か月以上作成し
ていない場合，作成された
月まで個別支援計画未策定
減算が適用される。（訪問
系サービスを除く。）

全サービス（個
別支援計画の作
成が不要なサー
ビスを除く）



３　計画

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

継続サービ
ス利用支援

23 　モニタリングは市町村が支
給決定の際に，利用者等に対
して通知するモニタリングの
期間ごとに実施すること。ま
た，モニタリングの結果を記
録すること。

　相談支援専門員は，支
給決定市町村が必要と認
めるモニタリング期間ご
とにモニタリングを実施
し，その結果について記
録すること。

計画相談・児相
談



３　計画

　各サービスの計画作成の注意事項について，別に
資料として掲載しています。

個別支援計画作成について【訪問系サービス】

個別支援計画作成について【訪問系・相談支援を除く】

サービス等利用計画の作成及び給付費の請求について



４　報酬・加算

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

生活介護
サービス費

２ 　生活介護サービス費の算定
に当たり，生活介護計画に位
置付けたサービス提供に要す
る標準的な時間とは異なる時
間区分で報酬を算定している
事例があった。

　生活介護サービス費の所
要時間による区分について
は，現に要した時間により
算定されるのではなく，生
活介護計画に定めたサービ
ス提供に要する標準的な時
間に基づいて算定すること。　

　ただし，居宅において利
用者へ介護を行う者等の就
業その他の理由により，日
常生活上の世話を行うため
に，計画に位置付けられた
標準的な時間よりも長く　
サービスを提供した場合に
は，実際に要した時間に応
じた報酬単価を算定して差
し支えない。その事情は記
録に残しておくこと。

生介



４　報酬・加算

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

欠席時対応
加算

6 　通所の見込みのない利用者
に対して，事業所が連絡をし
た際に欠席時対応加算を算定
する事例があった。

　欠席時対応加算につい
ては，あらかじめ当該事
業所の利用を予定してい
た日に，急病等により利
用を中止した場合におい
て，連絡調整その他の相
談援助を行う場合に算定
できるものである。　

生介，自訓，移行，
選択，A型，B型，
児発，放デイ



４　報酬・加算

項目 No. 指摘事項 水戸市からの助言 対象サービス

夜間支援等
体制加算

12 　夜間支援等体制加算Ⅰの算
定について，夜間支援を行う
利用者数（夜間支援対象利用
者数）の算出にあたって，前
年度の平均を用いていない事
例があった。

　夜間支援等体制加算Ⅰ，
Ⅱ，Ⅳ～Ⅵについては，
１人の夜間支援従事者が
支援を行う夜間支援対象
利用者数に応じて加算額
を算定する。

　この場合の夜間支援対
象利用者数はその夜間支
援従事者が夜間支援を行
う共同生活住居に入居し
ている利用者数の総数と
し，その利用者総数は現
に入居している利用者の
数ではなく，前年度の平
均利用者数によること。　

GH



　　　　　最後に・・・



御清聴ありがとうございました


